
 

北清掃工場建替事業事前説明会における 

ご意見・ご質問への見解について 

【北清掃工場】 

東京二十三区清掃一部事務組合では、北清掃工場建替事業について

事前説明会を開催し、区民の皆さまから貴重なご意見・ご質問をいた

だきました。 

北清掃工場建替事業の内容及び説明会でいただいた主なご意見・ご

質問と、それに対する当組合の見解を掲載いたします。 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先 

東京二十三区清掃一部事務組合 

建設部計画推進課 

ＴＥＬ ０３－６２３８－０９１２ 
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北清掃工場建替事業について 

 
 

東京二十三区清掃一部事務組合では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の整備

事業に取り組んでいます。北清掃工場は、平成 34年度から建替え予定です。 

なお、今年度から準備作業として、建替計画策定に向けた調査及び環境影響評価における

調査計画の作成を開始します。 

 

１ 施設計画規模について 

焼却規模  ６００ｔ／日 

敷地面積  約１９,０００㎡ 

 

２ 建替計画策定について 

(1) 計画内容 

① 基礎調査：工場建物・敷地、周辺の土地利用、地盤調査等  

② 基本デザイン調査：施設全体の配置や建物デザイン案  

③ プラント計画：環境対策、発電能力、余熱利用等 

④ 建築計画：工場棟や煙突の計画、緑化計画等 

⑤ 工事作業計画：周辺への安全・環境対策等、解体方法・施工方法 

(2) 計画策定時期 

平成 29年度に調査を行い、平成 30年度中に建替計画素案を作成します。素案につい

ては、素案説明会を開催して意見等をいただいた上で建替計画を策定します。 

 

３ 環境影響評価手続について 

建替計画に基づき、工事の施工及び施設の稼働に伴う周辺環境に与える影響を予測・評

価します。 

(1) 予測・評価項目 

大気汚染、悪臭、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、電波障害、景観、

廃棄物、温室効果ガス等の項目を予定しています。 

(2) 現況調査 

環境影響評価条例に基づく予測・評価の基礎となる調査として、大気調査や交通量

調査などを実施します。 

※環境影響評価制度（環境アセスメント制度）とは 

大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめ、その事業が環境に与える影響を予測・

評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに東京都の環境影響評

価審議会で専門的立場から、その内容を審査することなどにより、事業の実施による環境への

影響をできる限り少なくするための一連の手続の仕組みをいいます。 
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【事前説明会でいただいたご意見 ･ご質問とそれに対する当組合の見解】 

 

１ 事前説明会の開催状況（合計参加者数 130名） 

 日時 参加人数 会場 

１回目 
平成 29年 5月 26日（金） 

午後 7時 00分 ～ 9時 10分 
65名 

区立元気ぷらざ 

第１ホール 
２回目 

平成 29年 5月 27日（土） 

午前 10時 00分 ～11時 56分 
30名 

３回目 
平成 29年 5月 27日（土） 

午後 2時 00分 ～ 4時 10分 
35名 

合計（延べ人数） 130名  

 

２ いただいたご意見、ご質問の内訳 

説明会場 
ご 発 言 20名 

用紙提出 0名 

ＦＡＸ・郵送 5名 

合計（延べ人数） 25名 

 

３ いただいたご意見・ご質問の概要 

No. 分類 件数 

１ 建替事業について 2 

２ 建替計画について 9 

３ ごみの中間処理について 4 

４ 環境対策について 27 

５ 災害対策について 9 

６ 住民との協議について 11 

７ 地元還元について 13 

８ その他 3 

合計   78件 

     

４ 区民の皆さまからのご意見・ご質問とそれに対する見解 

事前説明会や FAX等において、区民の皆さまからご意見・ご質問をいただきました。いた

だいたご意見・ご質問とそれに対する当組合の見解をお示しします。 

なお、北区の見解は「（北区）」と、表示しています。 
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（１）建替事業について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 排出抑制、分別、再利用等の活

動を考えると焼却炉は、600トン

×１炉ではなく、250トン×２炉

もしくは、200トン×２炉とする

べきだと思うがどう考えている

か。 

２３区全体のごみの中間処理を確実に行うた

めに、当組合では、一般廃棄物処理基本計画にお

いて、長期的なごみ量の予測に基づき、安定的で

確実な焼却はもちろんのこと、ごみの季節変動な

どに対応するための必要な焼却余力を確保する

清掃工場の整備計画を策定しています。 

北清掃工場の建替えについても、この一般廃棄

物処理基本計画に基づき検討してまいります。 

２ 湾岸地区に大規模な処理能力

のある施設が稼働しており、リサ

イクルは進み、ごみの減量、人口

減少が進んでいる。また、技術革

新も進んでいる。住宅地の中にあ

る北清掃工場をわざわざ建替え

る必要があるのか。建替えを前提

にするわけでなく、廃止を考えて

もいいのではないか。 

既存工場の建替えや設備の定期点検・オーバー

ホール時など、既存の清掃工場が停止する場合に

は近隣の工場に搬入調整をする必要があります。 

湾岸地区には、大規模な清掃工場が稼働してい

ますが、２３区が一体的に安定的なごみの中間処

理を継続していくためには、北清掃工場の建替え

は必要不可欠と考えます。 

 

（２）建替計画について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 北本通りにある消防署は、清掃

局の用地ではないのか。用地であ

るならば、新しい計画に入れてほ

しい。 

消防署の土地は、当組合の所有ではないため、

計画することはできません。 

２ 親しめる・温かみのある外壁と

し、地元に愛される施設にしてほ

しいので、煙突・建物のデザイン

を公募にしてほしい。 

建物・煙突等のデザインや緑化計画について

は、北区や地域住民の皆様のご意見を伺いなが

ら、地元の皆様に愛され、親しまれるものとなる

よう、計画策定を進めてまいります。 

また、素案がまとまった段階で、素案説明会を

開催し、区民の皆様のご意見を広くお聞きし、そ

の結果を踏まえて建替計画を策定いたします。 

３ 街中にあるという特殊な立地

なので、街にとけ込み、愛着を感

じる温かみのあるデザインや街

のシンボルになるような自慢で

きる、誇れるデザインにしてほし

い。 

４ 住民の健康づくりや車いすに

配慮した遊歩道を整備してほし

い。また、遊歩道にはベンチを設

置するなど、地域のコミュニティ

に役立つような施設を考えてほ
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しい。 

５ 工場デザインは、壁面緑化・屋

上緑化を計画し、煙突緑化につい

ても計画してほしい。 

６ 季節を感じ、重層的な植栽にし

てほしい。 

７ 太陽光パネルを可能な限り設

置してほしい。 

計画の中で検討していきます。 

８ 現在、緑地面積は何㎡あるの

か。 

現在の緑地面積は、5183.2㎡です。 

９ 地元住民に快適度アンケート

などは実施しているのか。してい

るなら公表し、実施していないな

ら、快適な生活環境を確保させた

と誰が判断しているのか。 

快適度アンケート等は実施しておりませんが、

東京都環境影響評価条例に基づいて、現工場が周

辺環境に対する影響がないことを実施・公表して

います。 

また、工場の操業にあたっては、北清掃工場運

営協議会を設置し、地元の皆さまのご意見を都度

伺っております。 

 

（３）ごみの中間処理について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 北区のごみの分別は、比較的緩

い。分別の考え方に基準はあるの

か。 

建替中に分別の方法は変わる

のか。 

また、北区にもっと排出抑制、

分別、再利用することを促してほ

しい。 

（北区) 

資源の分け方、出し方は区によって異なります

が、可燃ごみの処理方法については、２３区で同

一です。北清掃工場の建替え中は、他の清掃工場

に搬入することになりますが、収集は引き続き北

区が行いますので、分別の方法は変わりません。 

北区では、一般廃棄物処理基本計画 2015 に基

づき、資源の分別、再利用を推進しており、ごみ

排出量の削減に努めています。近年の新しい取り

組みとしては、平成 26 年より粗大ごみ、不燃ご

みの中から金属資源（小型家電を含む）を回収し

てリサイクルを行っています。また、古紙として

リサイクルできる雑紙の分別についても積極的

にＰＲを行っています。 

２ 北清掃工場、東京２３区、全国

のリサイクル率は。目標数値は。 

（一組） 

北清掃工場を含む清掃工場では、焼却処理によっ

て生じる焼却灰のセメント原料化や、スラグの有

効利用などの資源化に努めています。 

セメント原料化に関する計画は、一般廃棄物処

理基本計画において、平成 32 年度まで、年間３

万トン程度まで拡大していきます。 
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（北区） 

北区のリサイクル率は平成 27年度 19.0％です。

なお、北区の一般廃棄物処理基本計画 2015では、

排出抑制に重点を置き、一人当たりごみ量の削減

を目標としているため、リサイクル率を目標とし

ていません。 

全国のリサイクル率は平成 27 年度で 20.4%で

す。 

３ 循環型社会の実現に向けて、東

京２３区は廃棄物の排出抑制、分

別、再利用へどのような活動をし

ているのか。 

２３区における廃棄物の排出抑制、分別及び再

利用等に関する取組みは、各区が「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」に基づき「一般廃棄物処

理基本計画」を策定し、その内容を公表していま

す。 

４ 北清掃工場が稼働していると

きの北区の負担金と、廃止した時

の北区の負担金を教えてほしい。

その差額が「地元住民が被害をう

けている金額」ということではな

いのか。 

清掃工場のない区（千代田区、

文京区、新宿区、中野区、台東区、

荒川区）は、いくら負担している

のか。 

（一組） 

各区の分担金は、当組合のホームページ「財政

状況の公表」にて、公表しておりますのでご覧く

ださい。 

（北区) 

２３区は清掃一組に分担金を支払い、清掃工場

を共同で運営しています。分担金は、特別区長会

で了承された算定方式により、自区内で発生する

ごみ量等を基に算定されます。清掃工場のある区

は焼却実績等、一定の基準に基づき分担金が調整

され、北区はこの調整制度により 28 年度に

23,446,000円の分担金を軽減されています。 

 

（４）環境対策について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 土壌汚染調査は、第三者性のあ

る測定業者に測定させてほしい。 

適正な入札手続に則り業者を選定し、調査を実

施します。 

２ 土壌汚染調査の結果について、

公表してほしい。 

土壌汚染調査については、環境影響評価手続に

おいて、調査結果や存在が確認されたときの処理

などについて報告・公表しています。 

３ 土壌汚染調査にあたっては、周

辺の公園など、工場の敷地外の２

～３か所を追加調査し、工場と比

較してほしい。 

工場敷地外は、当組合の管理外であるため、今

後、北区等との調整を図りながら、既存データの

有無や公表等検討していきます。 

４ 以前の建替えで発生した汚染

土壌が公園に埋設されているら

しい。ここを優先して事前調査を

実施してほしい。 

現工場の建替時に確認された汚染土壌は、「土

壌の汚染に係る環境基準」に基づき、適切に処理

したことを、建替えに伴い実施した環境影響評価

手続にて報告・公表しています。 
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本建替事業では、先の土壌汚染対策も含めて調

査していく予定です。 

５ 敷地内の汚染土壌について、汚

染は表層土に及んでいるのか。確

認調査に住民を立ち会わせてほ

しい。 

汚染土壌は、コンクリート槽による遮断型の処

理と、周囲を鋼矢板で囲い防水シートで上下四方

に内張りした遮水型による封じ込め処理を適切

に施しています。 

また、表層においては、汚染されていない土壌

により約 2ｍの覆土が施されており、汚染が表層

に及ぶことはありません。 

６ 前回建替時に汚染土壌につい

て、北区長に「封じ込め槽の収容

場所について記録を作成する。」

と回答していた。存在するのか。 

封じ込め槽の場所や施工方法等の記録は、北清

掃工場で保管しています。 

７ 前回建替時に北区長に「汚染土

壌収容場所の表示板を設置す

る。」と回答していたが存在する

のか。 

封じ込め工事施工後に汚染土壌の収容した場

所の表示板を設置していましたが、その後撤去さ

れ、現在に至っていることから、新たな表示板の

設置に向け準備しています。 

８ 今回の建替時の汚染土壌の収

容場所はどこか。前回と同様に敷

地内か。 

今回の建替えに伴う新たな汚染土壌は、今後の

調査により判明します。 

調査の結果、土壌汚染が判明した場合は、土壌

汚染対策法及び都条例に基づき、処理を行います

ので、現時点で汚染土壌の処理方法は確定してい

ません。 

９ 前回建替時の土壌汚染の管理

について、地震が起きたら大丈夫

なのか。 

汚染土壌は堅固な構造により封じ込めており、

適切に管理しているため、地震の発生により汚染

が拡大することは考えられません。 

１０ 排ガス中のダイオキシン類に

ついて、法規制値はあるが自己規

制値がない。一方で、水銀につい

ては、自己規制値はあるが法規制

値がない。どうしてこのようにな

っているのか。 

ダイオキシン類は、他の物質とは異なり、単独

の設備で処理するわけではなく、法に定める燃焼

管理や各公害設備機器で発生抑制、分解・除去を

行い、その結果として法に定める基準値を満足さ

せることから、自己規制値を設けておりません。 

なお、「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、

平成 30 年度から新たに大気への水銀排出規制が

導入されます。 

１１ 操業協定に記載する排ガス中

の、ダイオキシン類の発生抑制に

関する値は、法規制値より厳しい

にも拘らず、工場パンフレットに

その記載がないのはなぜか。 

「北清掃工場の操業に関する協定書」の規制基

準は、排ガス１立方メートルあたり、１ナノグラ

ム以下です。また、同協定書では努力目標として

0.1ナノグラム以下と記載されています。ダイオ

キシン類は、自己規制値を設けておりませんの

で、パンフレットに記載をしていません。 

なお、実際のダイオキシン類の発生濃度は、協

定内の努力目標値を十分下回っています。 
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１２ 排ガス中のダイオキシン類に

ついて、平成 27 年度の北工場の

値が、他工場より 100 倍や 1000

倍ちかく高い。なぜ北工場だけ高

いのか。工場の性能が悪いのでは

ないか。 

新しい工場では改善されるの

か。 

施設の老朽化による性能劣化はありません。 

平成 27 年度のダイオキシン類測定では測定中

に、ごみ質等による燃焼悪化が生じ測定データの

一部に高い値が出現したため、平均値が他工場よ

り大きくなりましたが、規制値は十分下回ってい

ました。 

なお、新しい清掃工場では、可能な限り低減で

きるよう対処してまいります。 

１３ 環境配慮の一つとして、作業車

の出入りを限定し、住居の周辺は

通過させないでほしい。 

出入りを北本通り口に限定す

るなどの計画としてほしい。 

工事用車両については、原則、北本通りのみの

通行とすることで計画しています。 

１４ 建替工事の影響による公害の

補償金問題について、全体像を示

してほしい。 

 

工事前に家屋調査を実施し、工事前の状況を記

録・保管します。その後、工事完了後に調査を行

い、工事に伴う影響が確認されれば、現状復帰等

の補償を行う予定です。 

１５ 解体に当たっては、東京都の条

例における規制値を遵守するだ

けではなく、周辺住民の生活に配

慮してより低い規制値を設定し

てほしい。 

解体時の騒音・振動の影響については、環境影

響評価内で予測・評価し、審査されます。その際

に環境への影響があるとされた場合は、より一層

の環境対策を施していきます。 

１６ 工事中の騒音や粉じんの対応

については、監督員が昼夜監視し

ておく必要がある。 

工事を実施している時間帯については、監督員

が常駐し、監理を行います。 

１７ 排ガスの影響で木が枯れてし

まった。調査して今後の工事計画

に反映してほしい。 

工場の周辺大気環境調査を毎年行っています

が、これまで稼働中と停止中に差はなく、工場の

排ガスによる影響はないという結果が出ていま

す。工場操業について気になる点がございました

らお問い合わせください。 

１８ 工場を解体すれば、廃材が出る

が、その搬出期間はどのくらい

か。 

解体工事に伴う廃棄物の搬出は、解体工事期間

中継続して行われます。 

解体工事期間は、平成 34年度から平成 36年度

を予定しています。 

１９ 建替えをした練馬清掃工場や

光が丘清掃工場の実績があれば、

アスベスト使用の有無をある程

度想定できるのではないか。現施

設のアスベストの使用状況が分

からないままで解体するのは、心

配だ。 

アスベストの規制については、規制の基準が変

遷しています。当組合の施設についても使用履歴

等で一定程度は把握できますが、工事に着手する

際は改めて調査を実施し、使用状況を把握のう

え、十分な対策を施してまいります。 

２０ 杉並清掃工場や練馬清掃工場 工場建替えに当たっては、都条例に基づき環境
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が出来上がって、呼吸器系になに

かあったかの結論も出ないまま、

北清掃工場に着手するのは、どう

なのかなと思う。 

影響評価手続を実施し、環境保全に努めていきま

す。また、工場稼働後に事後調査を計画しており

ます。 

２１ アスベスト処理は大量なので

は。 

アスベストについては、工事の着手前に調査を

実施する予定であり、使用されている量について

は、その時点で明確となります。 

２２ アセスの項目に「放射能」を追

加してほしい。ここの工場で

3.11 の際の福島原発のがれきが

燃やされて、その１年半近く経っ

て、その報告がなされた。検出さ

れたら、処理工程とともに公表し

てほしい。 

災害廃棄物を焼却した経緯はありますが、それ

は、津波で被害のあった、宮城県女川町の災害廃

棄物です。 

また、放射能の測定結果は、平成 24 年 3 月以

降の災害廃棄物の受け入れ以前から、２３区への

影響を把握するため、焼却灰等の放射能濃度並び

に空間放射線量率を測定し定期的に報告してき

ました。 

現在、工場敷地境界での空間放射線量率の値は

区内の公園等と比較しても高い値ではなく、環境

影響評価手続での予測・評価項目に選定すること

は想定していません。 

２３ 埋立地の灰の処分方法は、放射

能が拡散しない方法になってい

るのか。 

また、掘り起こされたら、拡散

するのではないか。 

平成 23年 3月の福島第一原子力発電所の事故の影

響により、放射能濃度が 8,000Bq/kgを超過し、指定

廃棄物となった焼却飛灰については、平成 23年 6月

28 日付環境省通知に基づき「福島県内の災害廃棄物

の処理の方針」に準じて、東京都が管理する新海面

埋立処分場へ一時保管しております。 

この指定廃棄物の最終的な処分は、国の責任にお

いて行われることになっております。 

現在、清掃工場から排出される焼却主灰等は数十

Bq/kg であり、8,000 Bq/kg 以下の焼却主灰等は、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき通

常の廃棄物として飛散しない方法で埋立処分して

おります。 

なお、埋立地は、基本的には、一般の方の立ち

入りはできないため、意図的に掘り起こされるこ

とは考えにくいです。 

２４ 電波障害について、現在電波障

害が発生している範囲と新たな

電波障害の範囲を素案説明会で

説明してほしい。とりわけ、埼玉

テレビを補償に入れてほしい。 

現在、電波障害は発生していませんが、今回の

建替えにあたり、環境影響評価手続の中で調査を

実施し、予測・評価を行います。 

予測・評価内容は環境影響評価書案説明会で説

明しますが、工事着工後に電波障害が発生し、本

事業による障害が明らかになった場合は、地上

波・ＢＳともにＣＡＴＶの活用等の対応を図りま
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す。 

２５ 以前の建替え時の解体の際、害

虫やねずみの被害が発生した。一

般的な建築工事ならば、有害物質

の処理だけでいいかもしれない

が、解体の際は、害虫やねずみを

処理したうえで解体してほしい。 

現在の工場では、害虫やねずみの出現や痕跡は

見られません。解体前には、設備内や建物内を十

分に清掃いたします。当時の衛生状況と比べて、

害虫やねずみが大量発生することは考えにくい

ですが、充分な環境対策を施していきます。 

２６ 前回の建替えの際、工場内のね

ずみが地域一帯に散らばり、ひど

い目にあった。自宅にねずみにか

じられた後がいまだに残ってい

る。 

今回の事業では、環境対策に期

待する。 

２７ 環境影響評価書作成時、専門家

による審議会の傍聴は、可能か。 

傍聴は可能です。 

 

（５）災害対策について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ この地域は、荒川が決壊する

と、浸水の深さは４～５ｍ（ハザ

ードマップ）となっている。清掃

工場は、耐震・耐水性はあるのか。

また、浸水したら汚染物質が垂れ

流しになることはないのか。それ

を処理できる設備を導入するの

か。 

当組合では、施設の強靭化を最大の柱として建

替えを計画しているため、北区防災計画とのリン

クを図りながら、浸水対策等について対応を検討

していきます。 

２ 煙突に防災カメラをつけてほ

しい。 

防災カメラ、防犯カメラの設置については、今

後、検討していきます。 

３ 工場外側にカメラを設定し、防

犯対策をしてほしい。 

４ 住民が水害時に垂直避難場所

等の高い場所で一時避難できる

場所を作ってほしい。 

現工場では、災害時に警察・消防等の救助活動

やライフラインの復旧活動拠点として利用でき

るよう東京都と協定を結んでいます。建替えに際

して、災害対策の強化として、施設の強靭化や地

域防災への貢献策等について今後、検討を重ねて

いきます。 

５ 防災用電源の確保を要望する。 

６ 水の確保（飲料水、防火水槽、

井戸水、浄水器の確保、排水の再

利用）を要望する。 

７ 燃料供給の確保（軽油、灯油、

ガソリン等）を要望する。 

８ マンホールトイレの確保を要
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望する。 

９ 地域住民との合同避難訓練の

実施を要望する。 

 

（６）住民との協議について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 前回の建替えでは、アセスの説

明会をまだ計画策定段階で強行

開催しようとしていた。 

今回の建替えでは、充分に住民

意見を取り入れることを望む。 

法令通り適切に手順を進め、ご指摘のようなこ

とがないように進めていきます。 

２ なぜ、赤羽南自治会を建替協議

会の構成メンバーに入れないの

か。 

建替協議会の地域住民代表は、協定に基づく運

営協議会と同様の構成メンバーで設定しました。

これは、工場操業の停止を予定している平成 34

年度までは、両協議会が併行して存続するため、

協議内容等について、整合を図るためです。 

なお、赤羽南自治会様については、個別に協議

をさせていただいた結果、必要に応じて建替えに

関する情報提供をさせていただき、ご意見を伺う

場を設けさせていただくということでご理解を

いただいております。 

３ 意見は記録にとって、公文書の

ような文書を作成し公表してほ

しい。 

皆様から寄せられたご意見等については、一組

の考え方や見解などを付記して、ホームページで

公表していきます。 

４ これまで締結された操業協定

書を情報提供してほしい。 

開示方法や開示場所について検討します。 

５ 荒川区長なり、北区の議員な

り、しかるべき人が説明に来てほ

しい。 

ご意見として承ります。 

６ 傍聴者にも発言を認めるとい

うようなルールの緩和を求める。 

建替協議会における傍聴者の意見発言等は、現

時点で認められていません。 

７ 裁判所の下の合意である第一

次や第二次の協定書の趣旨が現

在も引き継がれていることを明

言するとともに、第六次協定もそ

れを踏まえることを確認したい。 

第一次は、第二次は公害防止協定として、第三

次協定以降は、操業協定として締結されています

が、これまでの協定の趣旨を踏まえるとともに更

なる環境への配慮に取り組んでいきます。 

８ 操業協定書には、工場周辺の環

境を守るという規定がある。東京

都が隣接する道路を拡幅する計

画を立てている。環境悪化は明確

であり、一組も東京都に意見書を

補助第 86 号線事業の件で、都市計画決定の取

消しをめぐって訴訟中と聞いていますので、本件

について当組合が意見を申し上げられる立場で

はないと考えます。 
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出してほしい。 

また、本件に関して裁判で協定

違反であると認められたら、一組

はどういった対応をとるのか。 

９ 工場敷地内の汚染土壌につい

て、特に、志茂１丁目及び環境を

考える会と話し合うべき案件で

あり、見解を伺いたい。 

事業説明会等で処理等について、説明するとと

もに意見を伺っていきます。 

１０ ごみ問題に対して、二十三区と

北区住民と北区との意見交換会

を毎年開催してほしい。二十三区

は、住民の声になっていない協議

会で委員にだけ報告すればいい

というわけではなく、直接住民と

話し合う機会を定期的に開催し

てほしい。 

当組合では、年 3回ほど「清掃事業に関する区

民との意見交換会」を開催しています。開催にあ

たっては、当組合のホームページ等でご案内して

いますので、ぜひご参加願います。 

１１ 情報は隠ぺいせず、常にオープ

ンな対話姿勢が大切です。二十三

区が住民に寄り添えば、住民も二

十三区に信頼を寄せます。新しい

かたちの清掃工場のありかたを

希望します。 

積極的な情報公開に努めるとともに、地方公共

団体として役目を果たしてまいります。 

 

（７）地元還元について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ ごみ発電の売価は年間で億単

位とのことだが、歳入の使用用途

が不透明である。それの全てとま

では言わないが、新しい工場で

は、周辺地域へ還元してほしい。 

売電収入は、当組合の運営費に充てています。

自主財源を確保し、各区の分担金を少しでも安く

することで地元区への還元としています。 

２ 旧志茂西ふれあい館は、北清掃

工場の還元施設として建設され

たのだから、耐震補強か建替えを

して使えるようにしてほしい。 

（北区) 

旧志茂西ふれあい館は昭和 46 年に地域のコミ

ュニティ施設として整備されましたが、平成 10

年に元気ぷらざが開館した時に、ふれあい館とし

ての機能は元気ぷらざに集約されました。旧志茂

西ふれあい館は廃止後、地元の町会により自主管

理という形で使用されていましたが、耐震性の問

題により、現在は地域コミュニティの資機材倉庫

として使用されています。 

３ 清掃工場の建替えに伴い、元気

ぷらざも建替えるのか。 

（北区) 

今回、ご説明させていただいた建替事業の対象
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は北清掃工場のみです。元気ぷらざの運営等につ

いては、現在、検討しております。 

４ 清掃工場の建替え中も、元気ぷ

らざの温水プールや老人いこい

の運営を継続してほしい。 

（北区) 

元気ぷらざについては、清掃工場が定期的な法

令点検等で休止している間は、余熱利用に代わ

り、都市ガスによるボイラーで運営しておりま

す。清掃工場建替え時の温水プールや老人いこい

の家の運営等については、現在、検討しておりま

す。 

５ もともとは東京都がお金を出

して還元施設を作ったのだから、

北区に丸投げせずに清掃一組が

主体となって、会館の利用につい

て検討すべきである。 

会館の管理・運営は、現在、北区の所管となっ

ています。 

６ 資料室を造ってほしい。 計画策定の中で検討していきます。 

７ 清掃工場のある志茂１丁目に

対して、目に見える形で地元還元

をしてほしい。 

汚染土壌の長年の放置は、高放

射能汚染土壌の一時保管より悪

質であり、それに見合う見返りが

必要。 

平成 12 年に清掃事業が区移管されたことを機

に、清掃工場建替事業等における清掃一組による

「地元還元施設整備」は、行わないこととなりま

した。このため、当組合では、地元貢献対策とし

て地域防災対策の貢献や施設の強靭化に取り組

んでいます。 

なお、汚染土壌は関係法令等に基づき適切に処

理し、適正に管理をしています。 

８ 地元対策費について、10％と聞

いているが、本当か。北区に渡さ

れる金額を知りたい。 

旧東京都清掃局が実施していた還元施設整備

事業は、平成 12 年の清掃事業の区移管とともに

廃止されました。 

９ 清掃一組は、渡した地元対策費

の内容をチェックしているのか。 

１０ 清掃一組は、渡した地元対策費

の内容が不適切だとわかった場

合、どうするのか。 

１１ 清掃一組は、渡した地元対策費

が政治家や町会役員、北区全体に

使わないように指導はしている

のか。 

１２ 地元対策費が適正に使われた

のか。住民がチェックできるシス

テムはあるのか。 

１３ 地元対策費とは、名ばかりで、

実は北区の財政にはじめから組

み込まれている財源で、地元には

あまり還元したくないというこ
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とはあるのか。 

 

（８）その他 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 一組は過去にプラントメーカ

ーの談合で訴訟になったがくれ

ぐれもそのようなことがないよ

うに。 

適正な入札手続を行っていきます。 

２ 一組議員がかなりの金額を使

って海外を旅行していたという

番組をテレビで見たが、どうなの

か。 

当組合議員の海外視察については、当組合の清

掃事業国際協力室が行う事業に関して、清掃一組

議会の中で議論され、実施されたものです。 

３ ２３区のごみ処理の仕組みや

成り立ちについて、非常に分りや

すかった。今後、建替えに関する

具体的なプランが示されると思

うが、区民に愛され、環境に優し

い清掃工場を作ってくれると嬉

しい。 

２３区における清掃事業について、ご理解いた

だきありがとうございます。今後、建替計画の策

定にあたりましては、区民に愛され、環境に優し

い清掃工場をつくっていけるよう努めてまいり

ます。 


